
「国と地方の協議」(平成２９年秋)規制の特例措置に関する協議結果
内閣府地方創生推進事務局

担当省庁 担当課 根拠法令等 対応 実施時期 スケジュール 根拠法令や規制の趣旨
担当省庁の見解

（自治体の提案を実施した場合の社会的弊害、
考え得る代替措置や対応策等を含む）

対応 理由等 内閣府コメント
内閣府
整理

１回目 D － －

　都市計画法に基づく開発許可制度は、一定規模
以上の開発行為を規制し、都道府県知事等の開
発許可権者の許可にかからしめることにより、良
好かつ安全な市街地の形成（道路、公園、給排水
施設等の確保、防災上の措置等）と無秩序な市街
化の防止（市街化調整区域における開発行為等
の抑制）を目的としている。

　市街化調整区域は、原則開発が禁止されている区域であり、例外的
に立地できる用途は、都市計画法第３４条各号に限定列挙されている
が、農家レストランについては、例えば、

①主として当該開発区域の周辺の地域において居住している者の
日常生活のために必要な店舗（法第３４条第１号）や、休憩所（法第３４
条第９号）に該当すると認められる場合には市街化調整区域に立地す
ることが可能である。

②また、①と認められない場合であっても、開発審査会の議を経て
立地を認めることも可能であり、いわゆる「付議基準」とされるものの
中で、提案事項の妨げとなっているものについては、都市計画法に基
づく規制ではなく、開発審査会を設置する地方公共団体の判断等に
よって設けられているものであることから、開発審査会を設置する地方
公共団体とで調整が図られれば、現行制度において提案事項の実現
は可能である。

このため、提案事項に係る開発審査会の設置者である北海道と貴
特区との間で十分調整いただくことで、現行制度において、提案事項
を実現することは可能と考える。

a ご指摘のとおり、現行制度において、対応することとします。
国土交通省から現行制度で対応可能であるとの見解が示され、指定自治体は了解して
いるため、協議を終了する。 ⅲ

２回目

北海道フード・コ
ンプレックス国際
戦略総合特区

29202
農家レストランの市街
化調整区域内の設置
の容認

農業者が生産する農畜産物又はそれを原材
料として製造・加工したものの提供を行う農家
レストランについて、農業者がこれを市街化調
整区域内に設置できるよう、要件を緩和する。

担当省庁の見解

【担当省庁の見解における対応欄内容】
　Ａ－１：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施　Ｂ：条件を提示して実施　Ｃ：代替案の提示

Ｄ：現行法令等で対応可能　Ｅ：対応しない　Ｆ：各省が今後検討　Ｚ：指定自治体が検討

指定自治体の回答

【指定自治体の回答における対応欄内容】
　ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れらない　ｄ：その他

都市局
都市計画課

都市計画法

地域の農産物を積極的に使用する
ことや、地域の農地利用に支障を来
さないことなど、地域農業振興が図
れることを前提として、農家レストラ
ンの市街化調整区域内での設置に
係る規制の緩和が必要となってお
り、規制の緩和により農業者の六次
産業化の推進及び所得の向上を図
ることができる。

＊六次産業化により農業以外での
所得向上や経営の多角化が図られ
るとともに、輸出にもつなげることが
可能となり当特区事業の目標に合
致するもの。

国土交通省

内閣府整理

　　　【整理フラグ欄内容】
ⅰ：取組を実現するため、法令等の措置を行うことについて国と地方で合意に至ったもの
ⅱ：取組を実現するため、法令等の措置を行うという方向性について合意に至り、一部条件等を
　　詰めるための協議を継続するもの
ⅲ：現行制度においても取組の実現が可能であることについて国と地方で合意に至ったもの
ⅳ：自治体は省庁から提示された見解を受け入れたが、必要が生じた場合に改めて協議を行うもの
ⅴ：一旦協議を終了し、再提案に向けて提案者側で再検討を行うもの
ⅵ：国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの

特区名
整理
番号 提案事項名 提案事項の具体的内容 政策課題とその解決策 回数
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担当省庁の見解

【担当省庁の見解における対応欄内容】
　Ａ－１：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施　Ｂ：条件を提示して実施　Ｃ：代替案の提示

Ｄ：現行法令等で対応可能　Ｅ：対応しない　Ｆ：各省が今後検討　Ｚ：指定自治体が検討

指定自治体の回答

【指定自治体の回答における対応欄内容】
　ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れらない　ｄ：その他

内閣府整理

　　　【整理フラグ欄内容】
ⅰ：取組を実現するため、法令等の措置を行うことについて国と地方で合意に至ったもの
ⅱ：取組を実現するため、法令等の措置を行うという方向性について合意に至り、一部条件等を
　　詰めるための協議を継続するもの
ⅲ：現行制度においても取組の実現が可能であることについて国と地方で合意に至ったもの
ⅳ：自治体は省庁から提示された見解を受け入れたが、必要が生じた場合に改めて協議を行うもの
ⅴ：一旦協議を終了し、再提案に向けて提案者側で再検討を行うもの
ⅵ：国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの

特区名
整理
番号 提案事項名 提案事項の具体的内容 政策課題とその解決策 回数

１回目

【１】
Ｄ

【２】
Ｅ

－ －

　遺伝子組換え農作物等の第一種使用等に当
たっては、あらかじめ、その使用等に関する規程
（第一種使用規程）を定め、これを主務大臣に申請
し、承認を受けることとされている。
　その際、当該承認申請に係る主務大臣は、研究
開発段階の遺伝子組換え農作物に関しては文部
科学大臣及び環境大臣、それ以外（産業段階）の
遺伝子組換え農作物に関しては農林水産大臣及
び環境大臣とされている。
　また、主務大臣は、当該承認申請があった場合
には、生物多様性影響に関し専門の学識経験を
有する者（学識経験者）の意見を聴かなければな
らないとされている。

【１】
　現行制度でも、複数系統の隔離ほ場での試験栽培について、各系
統の性状が定まっている場合には、研究開発段階の申請は不要であ
り、農林水産省及び環境省に産業目的の申請をすることが可能であ
る。
　また、研究開発段階の隔離ほ場試験で生物多様性影響評価に必要
なデータが十分に得られている場合には、産業利用段階での隔離ほ
場試験は不要となっている。
　このように、研究開発段階と産業利用段階とで、必ず２回、隔離ほ場
試験の申請が必要な仕組みとはなっておらず、現行制度は要望に対
応したものとなっている。

【２】
　本提案は、産業利用における遺伝子組換え農作物等の第一種使用
等に係る承認に当たっての学識経験者への意見聴取に関する提案で
あり、農林水産省及び環境省が作成・公表していることから、当方から
の回答は困難。

【１】
a

【２】
a

【１】
　現行制度において、過去に例がないものの、研究開発段階の隔離
ほ場試験で生物多様性影響評価に必要なデータが十分に得られてい
る場合には、産業利用段階での隔離ほ場試験は不要となっているこ
とが確認できた。また、複数系統の産業目的の隔離ほ場試験栽培に
ついても、各系統の性状が定まっている場合には可能であることが確
認できた。
　よって、要望する内容はこの現行制度で対応できることが分かっ
た。

【２】
　文部科学省からの回答は困難であることを了承した。

文部科学省から、要望する申請の仕組みは現行制度にて対応可能である旨の見解が示
され、指定自治体は了解しているため、協議を終了する。 ⅲ

２回目

１回目

【１】
Ｄ

【２】
Ｅ

－ －

　遺伝子組換え農作物等の第一種使用等に当
たっては、あらかじめ、その使用等に関する規程
（第一種使用規程）を定め、これを主務大臣に申請
し、承認を受けることとされている。
　その際、当該承認申請に係る主務大臣は、研究
開発段階の遺伝子組換え農作物に関しては文部
科学大臣及び環境大臣、それ以外（産業段階）の
遺伝子組換え農作物に関しては農林水産大臣及
び環境大臣とされている。
　また、主務大臣は、当該承認申請があった場合
には、生物多様性影響に関し専門の学識経験を
有する者（学識経験者）の意見を聴かなければな
らないとされている。

【１】
　現行制度でも、複数系統の隔離ほ場での試験栽培について、各系
統の性状が定まっている場合には、研究開発段階の申請は不要で、
農林水産省及び環境省に産業目的の申請をすることとされている。
　このほか、研究開発段階の隔離ほ場試験で生物多様性影響評価に
必要なデータが十分に得られている場合には、産業利用段階での隔
離ほ場試験は不要となっている。
　このように、研究開発段階と産業段階とで、必ず２回、隔離ほ場試験
の申請が必要な仕組みとはなっておらず、現行制度は要望に対応した
ものとなっている。

【２】
　学識経験者への意見聴取を行う会議の開催場所についての定めは
なく、また、当該会議の回数や内容は、申請された案件によって決ま
るものであり、会議の開催場所を変更しても、審査期間の短縮につな
がるものでないことから、対応しない。
　なお、当該会議を構成する学識経験者の在籍地は、つくばの者と東
京の者とが同程度となっているところである。

【１】
a

【２】
a

【１】
　現行制度において、過去に例がないものの、研究開発段階の隔離
ほ場試験で生物多様性影響評価に必要なデータが十分に得られてい
る場合には、産業利用段階での隔離ほ場試験は不要となっているこ
とが確認できた。また、複数系統の産業目的の隔離ほ場試験栽培に
ついても、各系統の性状が定まっている場合には可能であることが確
認できた。
　よって、要望する内容はこの現行制度で対応できることが分かっ
た。

【２】
　頂いた回答から、申請期間の短縮を目的とする本要望内容は、不
適当であると理解した。

農林水産省から、指定自治体の要望する申請の仕組みは現行制度にて対応可能である
旨の見解及び学識経験者への意見聴取を行う会議の開催場所についての見解が示さ
れ、指定自治体は了解しているため、協議を終了する。

ⅲ

２回目

１回目

【１】
Ｄ

【２】
Ｅ

－ －

　遺伝子組換え農作物等の第一種使用等に当
たっては、あらかじめ、その使用等に関する規程
（第一種使用規程）を定め、これを主務大臣に申請
し、承認を受けることとされている。
　その際、当該承認申請に係る主務大臣は、研究
開発段階の遺伝子組換え農作物に関しては文部
科学大臣及び環境大臣、それ以外（産業段階）の
遺伝子組換え農作物に関しては農林水産大臣及
び環境大臣とされている。
　また、主務大臣は、当該承認申請があった場合
には、生物多様性影響に関し専門の学識経験を
有する者（学識経験者）の意見を聴かなければな
らないとされている。

【１】
　現行制度でも、複数系統の隔離ほ場での試験栽培について、各系
統の性状が定まっている場合には、研究開発段階の申請は不要で、
農林水産省及び環境省に産業目的の申請をすることとされている。
　このほか、研究開発段階の隔離ほ場試験で生物多様性影響評価に
必要なデータが十分に得られている場合には、産業利用段階での隔
離ほ場試験は不要となっている。
　このように、研究開発段階と産業段階とで、必ず２回、隔離ほ場試験
の申請が必要な仕組みとはなっておらず、現行制度は要望に対応した
ものとなっている。

【２】
　学識経験者への意見聴取を行う会議の開催場所については、申請
された案件や学識経験者の構成等によって決めるべきものであり、今
後も同様の考え方に基づき運用してまいりたい。

【１】
a

【２】
a

【１】
　現行制度において、過去に例がないものの、研究開発段階の隔離
ほ場試験で生物多様性影響評価に必要なデータが十分に得られてい
る場合には、産業利用段階での隔離ほ場試験は不要となっているこ
とが確認できた。また、複数系統の産業目的の隔離ほ場試験栽培に
ついても、各系統の性状が定まっている場合には可能であることが確
認できた。
　よって、要望する内容はこの現行制度で対応できることが分かっ
た。

【２】
　頂いた回答から、開催場所について運用の考え方を理解した。

環境省から、指定自治体の要望する申請の仕組みは現行制度にて対応可能である旨の
見解及び学識経験者への意見聴取を行う会議の開催場所についての見解が示され、指
定自治体は了解しているため、協議を終了する。

ⅲ

２回目

つくば国際戦略
総合特区

29203 第一種使用等申請手
続の迅速化

【１】
　通常、研究目的もしくは商業用の系統選抜
のための複数系統に対しての申請（マルチイ
ベント）は、文科省と環境省が申請先となり審
査が実施されているが、産業目的が明らかな
場合の系統選抜、試験栽培については、農水
省および環境省への1回の申請で系統選抜目
的の試験栽培（マルチイベント）から産業用と
して選抜された系統の栽培試験（シングルイ
ベント）までの実施を可能とする規制緩和案を
要望する。

【２】
　また、第一種使用等（隔離ほ場試験）承認申
請では、カルタヘナ法に基づいた生物多様性
への影響評価が行われるが、この承認・審査
過程で実施される公聴会の主要メンバーはつ
くばの大学、研究所に在籍する有識者であ
る。この利点を生かして、つくばでの会議開催
による審査の迅速化、事務手続きの要件を簡
素化し、特区として優先特例的に進める仕組
み作りを提案する。これにより審査の質を担
保したまま、審査期間の短縮が見込まれる。

本規制緩和にかかる承認・審査は
約２年/2回程度かかるところである
が、約1年に短縮できるので、事務
手続きの要件を簡素化し、申請にか
かる経費の削減が見込まれるととも
に、実用化への開発が早くなる。遺
伝子組換え生物研究開発の中心地
筑波としての特区規制緩和策によ
り、遺伝子組換えの研究や開発研
究が集積し、研究者は開発企業の
交流が盛んになり、遺伝子組換え生
物の研究拠点化、ならびに国際競
争拠点形成の一助となりえる。本提
案の本事業への効果としては、生物
多様性への影響評価のハードルを
維持したまま、有用物質生産植物の
研究開発の加速化、市場化への早
期化を進め、これにより、国際競争
への優位性も高まることが期待され
る。

文部科学省

ライフサイエ
ンス課生命倫
理・安全対策
室

遺伝子組換え生物等の
使用等の規制による生
物の多様性の確保に
関する法律第４条、第
36条

遺伝子組換え生物等の
使用等の規制による生
物の多様性の確保に
関する法律における主
務大臣を定める政令

遺伝子組換え生物等の
使用等の規制による生
物の多様性の確保に
関する法律施行規則第
６条、第８条、第40条

遺伝子組換え生物等の
使用等の規制による生
物の多様性の確保に
関する法律第三条の規
定に基づく基本的事項

遺伝子組換え生物等の
第一種使用等による生
物多様性影響評価実
施要領

農林水産省
消費・安全局
農産安全管
理課

遺伝子組換え生物等の
使用等の規制による生
物の多様性の確保に
関する法律第４条、第
36条

遺伝子組換え生物等の
使用等の規制による生
物の多様性の確保に
関する法律における主
務大臣を定める政令

遺伝子組換え生物等の
使用等の規制による生
物の多様性の確保に
関する法律施行規則第
６条、第８条、第40条

遺伝子組換え生物等の
使用等の規制による生
物の多様性の確保に
関する法律第三条の規
定に基づく基本的事項

遺伝子組換え生物等の
第一種使用等による生
物多様性影響評価実
施要領

農林水産大臣がその
生産又は流通を所管す
る遺伝子組換え植物に
係る第一種使用規程の
承認の申請について第
３の１の（６）

環境省

自然環境局
野生生物課
外来生物対
策室

遺伝子組換え生物等の
使用等の規制による生
物の多様性の確保に
関する法律第４条、第
36条

遺伝子組換え生物等の
使用等の規制による生
物の多様性の確保に
関する法律における主
務大臣を定める政令

遺伝子組換え生物等の
使用等の規制による生
物の多様性の確保に
関する法律施行規則第
６条、第８条、第40条

遺伝子組換え生物等の
使用等の規制による生
物の多様性の確保に
関する法律第三条の規
定に基づく基本的事項

遺伝子組換え生物等の
第一種使用等による生
物多様性影響評価実
施要領

農林水産大臣がその
生産又は流通を所管す
る遺伝子組換え植物に
係る第一種使用規程の
承認の申請について第
３の１の（６）
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「国と地方の協議」(平成２９年秋)規制の特例措置に関する協議結果
内閣府地方創生推進事務局

担当省庁 担当課 根拠法令等 対応 実施時期 スケジュール 根拠法令や規制の趣旨
担当省庁の見解

（自治体の提案を実施した場合の社会的弊害、
考え得る代替措置や対応策等を含む）

対応 理由等 内閣府コメント
内閣府
整理

担当省庁の見解

【担当省庁の見解における対応欄内容】
　Ａ－１：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施　Ｂ：条件を提示して実施　Ｃ：代替案の提示

Ｄ：現行法令等で対応可能　Ｅ：対応しない　Ｆ：各省が今後検討　Ｚ：指定自治体が検討

指定自治体の回答

【指定自治体の回答における対応欄内容】
　ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れらない　ｄ：その他

内閣府整理

　　　【整理フラグ欄内容】
ⅰ：取組を実現するため、法令等の措置を行うことについて国と地方で合意に至ったもの
ⅱ：取組を実現するため、法令等の措置を行うという方向性について合意に至り、一部条件等を
　　詰めるための協議を継続するもの
ⅲ：現行制度においても取組の実現が可能であることについて国と地方で合意に至ったもの
ⅳ：自治体は省庁から提示された見解を受け入れたが、必要が生じた場合に改めて協議を行うもの
ⅴ：一旦協議を終了し、再提案に向けて提案者側で再検討を行うもの
ⅵ：国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの

特区名
整理
番号 提案事項名 提案事項の具体的内容 政策課題とその解決策 回数

１回目

【１】
D

【２】
E

対応済 －

遺伝子組換え食品を輸入・販売等する際には、安
全性審査の手続を経た旨の公表がなされたもので
なければならない。安全性審査は、品目毎に、食
品安全委員会の意見を聴いて行うこととされてい
る。

【１】
・現行制度において、申請者と食品安全委員会が直接やり取りするこ
とは可能であり、必要に応じて行っている。

【２】
・申請資料の事前確認については、厚生労働省は、食品安全委員会
が定める評価基準に基づき、評価に必要な資料の充足を確認してい
る。これは食品安全基本法に基づく食品安全委員会へのリスク評価依
頼に必要な確認である。また、食品安全委員会事務局においては、専
門調査会における審議を遅滞なく進めるため、審議に必要な情報が
十分に含まれているか確認を行っている。このとおり、厚生労働省と
食品安全委員会事務局においては、確認の観点が異なるため、事前
確認の実施を一方に集約することはできない。

・審査期間の短縮には、評価に必要な情報について申請者に正確に
ご理解いただき申請資料に反映していただくことが重要であるため、
引き続き、申請者及び食品安全委員会事務局と丁寧にコミュニケー
ションをとり対応してまいりたい。

【１】
a

【２】
a

【１】
現行制度において、申請者と食品安全委員会の直接のやり取りが可
能であることが確認できた。

【２】
・申請資料の事前確認について、異なる観点で、厚生労働省が食品
安全委員会が定める評価基準に基づき、評価に必要な資料の不足
の確認、食品安全委員会事務局が審議に必要な情報内容の確認を
行っており、一方に集約できないことを理解した。

厚生労働省から、申請者と食品安全委員会事務局との直接のやり取りが現行制度にお
いて可能である旨の見解及び事前確認をどちらかの府省に集約することが困難である旨
の見解が示され、指定自治体は了解しているため、協議を終了する。

ⅲ

２回目

１回目

【１】
D

【２】
E

対応済 -

遺伝子組換え食品を輸入・販売等する際には、安
全性審査の手続を経た旨の公表がなされたもので
なければならない。安全性審査は、品目ごとに、食
品安全委員会の意見を聴いて行うこととされてい
る。

・遺伝子組換え食品等の安全性評価は、国民の健康の保護はもちろ
んのこと、その信頼を得る上でも科学的見地から中立・公正に行うこと
が肝要であり、現行の制度及び運用は、その適正な実施を確保する
上で必要不可欠である。

【１】
・申請者が食品安全委員会事務局と直接やり取りすることは妨げてお
らず、必要に応じて行っている。また、審議の円滑化の観点から、新規
案件に関しては初回の専門調査会に申請者を招致し、専門委員から
の質疑に直接回答いただく機会を設定している（なお、２回目以降の
専門調査会における質疑対応の可能性も排除してはいない。）。

【２】
・申請書の事前確認を1ヶ所の事務局に集約するという要望について
は、厚生労働省と食品安全委員会事務局とでは確認の観点が異な
り、重複する部分がないため、集約しても期間は短縮されず、むしろ非
効率が生まれると考えられる。

・なお、食品安全委員会での審議に要する期間については、企業から
の申請案件の標準処理期間(※)を1年と設定しており、遺伝子組換え
食品等に係る審議に関しては、設定された平成22年以降遵守してい
る。
※「事務局における資料の事前審査又は専門調査会における調査審
議の結果、厚生労働省に対し追加資料の提出を依頼した場合に、厚
生労働省が当該追加資料を提出するために要する期間」を除く。

【１】
a

【２】
a

【１】
現行制度において、申請者と食品安全委員会の直接のやり取りが可
能であること、また、２回目以降の専門調査会における専門委員との
直接的な質疑応答の可能性もあることが確認できた。

【２】
・申請資料の事前確認について、異なる観点で、厚生労働省が食品
安全委員会が定める評価基準に基づき、評価に必要な資料の不足
の確認、食品安全委員会事務局が審議に必要な情報内容の確認を
行っており、一方に集約できないこと、効率的に行うために必要な分
担作業であることを理解した。

内閣府から、申請者と食品安全委員会事務局との直接のやり取りが現行制度において
可能である旨の見解及び事前確認をどちらかの府省に集約することが困難である旨の
見解が示され、指定自治体は了解しているため、協議を終了する。

ⅲ

２回目

つくば国際戦略
総合特区

29204
遺伝子組換え植物の
食品安全性評価手続
きにおける効率化

【１】
食品安全委員からの質問、コメントを食品安
全委員会事務局から直接申請者に直接やり
取りできるような情報伝達の簡素化を要望す
る。ただし、厚労省の担当者が情報交換の内
容を確認できるよう、メールの宛先には厚労
省担当者も加え、情報共有をはかりながらの
簡素化を提案する。

【２】
また、申請書類の事前確認については、どち
らか1カ所の事務局に集約した実施形式として
いただくことを要望する。

食品安全性評価にかかる審議は、
審議前の事務手続きを含め、約3～
4年かかるところであるが、書類の
事前確認が1カ所に集約され、食品
安全委員会事務局と申請者の直接
的情報交換が導入できれば、双方
の意図も伝わりやすく、情報伝達系
も簡素化するため、審議期間が短
縮され、商品化を加速できる。これ
により、申請にかかる人件費等のコ
ストも抑えられる。また、本事業とし
ては、有用な物質の商品化が加速
することで、健康長寿社会の実現に
スピーディに貢献できるといった効
果が期待される。

医薬・生活衛
生局食品基
準審査課新
開発食品保
健対策室

・食品衛生法（昭和22
年12月24日法律第233
号）第11条
・食品，添加物等の規
格基準（昭和34年12月
28日厚生省告示第370
号）第１－A－２
・組換えDNA技術応用
食品及び添加物の安
全性審査の手続（平成
12年５月１日厚生省告
示第233号）
・食品安全基本法（平
成15年５月23日法律第
48号）第11条、第24条

内閣府
食品安全委
員会事務局
評価第二課

・食品衛生法（昭和22
年12月24日法律第233
号）第11条
・食品，添加物等の規
格基準（昭和34年12月
28日厚生省告示第370
号）第１－A－２
・組換えDNA技術応用
食品及び添加物の安
全性審査の手続（平成
12年５月１日厚生省告
示第233号）
・食品安全基本法（平
成15年５月23日法律第
48号）第11条、第24条

厚生労働省
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「国と地方の協議」(平成２９年秋)規制の特例措置に関する協議結果
内閣府地方創生推進事務局

担当省庁 担当課 根拠法令等 対応 実施時期 スケジュール 根拠法令や規制の趣旨
担当省庁の見解

（自治体の提案を実施した場合の社会的弊害、
考え得る代替措置や対応策等を含む）

対応 理由等 内閣府コメント
内閣府
整理

担当省庁の見解

【担当省庁の見解における対応欄内容】
　Ａ－１：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施　Ｂ：条件を提示して実施　Ｃ：代替案の提示

Ｄ：現行法令等で対応可能　Ｅ：対応しない　Ｆ：各省が今後検討　Ｚ：指定自治体が検討

指定自治体の回答

【指定自治体の回答における対応欄内容】
　ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れらない　ｄ：その他

内閣府整理

　　　【整理フラグ欄内容】
ⅰ：取組を実現するため、法令等の措置を行うことについて国と地方で合意に至ったもの
ⅱ：取組を実現するため、法令等の措置を行うという方向性について合意に至り、一部条件等を
　　詰めるための協議を継続するもの
ⅲ：現行制度においても取組の実現が可能であることについて国と地方で合意に至ったもの
ⅳ：自治体は省庁から提示された見解を受け入れたが、必要が生じた場合に改めて協議を行うもの
ⅴ：一旦協議を終了し、再提案に向けて提案者側で再検討を行うもの
ⅵ：国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの

特区名
整理
番号 提案事項名 提案事項の具体的内容 政策課題とその解決策 回数

２回目

１回目 C － －

認知症対応型共同生活介護事業者は、その利用
者に対して、利用者の負担により、当該共同生活
住居における介護従事者以外の者による介護を
受けさせてはならない。

　認知症対応型共同生活介護における加算の水準を含めた介護報酬
については、介護給付費分科会の次期報酬改定（平成30年度）にか
かる検討のなかで議論がなされたところである。
　その中で、ご提案の福祉用具の貸与については、一部の委員より、
認知症対応型共同生活介護利用者が他の居宅サービス利用を認め
ることに肯定的な意見がある一方、

・ 現状でも約７割の事業所が「個々人の容態に応じた適切な福祉用
具の提供ができている」との調査結果があるため、そのような対応は
必要ないとの意見や

・ 現状では福祉用具の費用を基本報酬により対応していることか
ら、他の居宅サービス利用を認めるのであれば基本報酬を減算するこ
とも含めて検討が必要
等の意見があり、平成30年度介護報酬改定に関する審議報告には盛
り込まれなかったことから、平成30年度介護報酬改定では対応しない
こととなった。

また、入居者の医療ニーズへ対応するための看護体制については、
現在も事業所における一定の看護体制を介護報酬の加算で評価して
いるところであるが、近年、医療的ケアが必要な利用者が増加してい
るとの調査結果もあることから、医療的ケアが必要な利用者に適切に
対応できるよう、事業所内に看護職員を配置している事業所に対する
介護報酬上の評価を拡充することとしている。これにより、ご提案にあ
るように、入居者の状態の変化に応じた医療ニーズへの対応が可能と
なるようサービス提供体制を整えることができるものと考える。

d

・ 高齢者が身近な地域で生活を継続するためには、多様なサービス
の提供・展開が必要であることから、本県は、認知症対応型共同生活
介護（グループホーム）において、入居者のニーズに応じてきめ細かく
サービスを提供できるよう環境を整備すべきと提案しているところであ
る。

・ 認知症高齢者への対応をより適切に行うための対応策の一つして
本県の提案は有効かつ効果的であると考えており、特区内にこだわ
らず全国で実施しても差し支えないものと考えていることから、介護給
付費分科会の次期報酬改定に向けた議論を注視してきた。

・ 同分科会での議論の結果、平成30年度介護報酬改定において、
看護体制の整備について、医療的ケアが必要な利用者に適切に対
応できるよう、事業所内に看護職員を配置している事業所に対する介
護報酬上の評価を拡充（医療連携体制加算を拡充）することとされた
ことは、本県が提案する入居者のニーズに応じてきめ細かなサービス
が提供できる環境の整備に向けて、一定の進展があったものと考え
る。

・ 一方、福祉用具の貸与については、次期介護報酬改定では対応し
ないこととされたが、同分科会での議論の中には「グループホーム側
で全ての利用者に合った福祉用具を用意するというよりも、レンタル
でその人に合った福祉用具を使うほうがなじむことは確かであり、そ
れに対応できるたてつけを検討することも必要」といった、本県の提案
に肯定的な意見もあったと受け止めている。

・ 今般の介護保険給費分科会の議論の結果や、報酬改定における
介護報酬上の評価の拡充による入居者の状態変化に応じた医療
ニーズに対応可能なサービス提供体制整備への効果を踏まえ、再提
案について検討したい。

厚生労働省から示された見解について、指定自治体は一定の理解を示しているため、協
議を一旦終了する。 ⅳ

２回目

老健局総務
課認知症施
策推進室

指定地域密着型サービ
スの事業の人員、設備
及び運営に関する基準
（省令）第99条第２項

指定地域密着型サービ
スに要する費用の額の
算定に関する基準（厚
生労働省告示）　別表
（指定地域密着型サー
ビス介護給付費単位数
表）の５

とやま地域共生
型福祉推進特区

29206
認知症対応型共同生
活介護利用者の居宅
サービス利用

　住み慣れた身近な地域にあるグループホー
ムで高齢者が安心して暮らし続けるため、外
部から居宅サービスの提供を受ける必要があ
る場合に、認知症対応型共同生活介護事業
者がその費用を負担しなければならない現行
制度を見直し、福祉用具貸与や訪問看護など
の利用を認め、介護報酬の対象とすること。

入居者の居宅サービスの利用が難しいので
あれば、入居者の状態の変化（重度化、医療
的ケアの必要など）に対して、事業所の負担
で個別に福祉用具貸与や訪問看護が提供で
きる新たなサービス体制を整える事業所に対
して個別加算する仕組みを構築すること。

これにより、グループホームでのサービスが
多様化し、入居者は状態の変化に応じた適切
なサービスを受けることができるようになり、
ひいては、地域包括ケアの理念にも合致し、
総合特区の目的である地域共生型社会の実
現に寄与するものと考える。

　高齢者が身近な地域で生活を継
続するためには、多様なサービスの
提供・展開が必要である。
　認知症対応型グループホームに
おいて、入居者のニーズに応じてき
め細かくサービスを提供できるよう
環境を整備することが課題解決に
資するものと考える。

厚生労働省

次世代自動車・
スマートエネル
ギー特区

29205

震災時等において、電
気自動車等から一般
電気工作物へ電力供
給する場合の出力緩
和

ガソリンや水素、電気などの次世代自動車
を、様々な場所において、電気を供給するだ
けでなく、車両からの電気による熱供給、水の
精製など避難所等における必要不可欠な「エ
ネルギー」を十分に供給するために、複数台
の次世代自動車を集め、大電流を供給する仕
組み作りが重要である。
次世代自動車を「集める」仕組については、地
方自治体において行うが、大電流を供給する
仕組みについて、国が「電気設備の技術基準
の解釈」を改訂し、50kw未満まで出力できるよ
うにする。

（政策課題）
・さいたま市は、産業部門の温室効
果ガス排出割合が他の政令指定都
市と比較しても少ないものの、民生・
運輸部門からの排出量が全体の約
８割を占めており、本市における温
室効果ガス削減対策としては、民
生・運輸部門をターゲットとした対策
が必要であった。そこで、2005年に
は「天然ガス自動車普及促進戦
略」、2009年からは「E-KIZUNA
Project」を展開し、温室効果ガスの
削減といった低炭素化に向けた取
組を進めてきた。
・しかし、2011年の東日本大震災で
は、市内全域において、計画停電や
ガソリン等が不足し、安定的な市民
生活の維持や、市内企業の事業継
続が困難となった。そのため、新た
な取組として、「次世代自動車・ス
マートエネルギー特区」の指定を受
けて、ＥＶ、ＦＣＶといった次世代自動
車の普及や、水素をはじめとした多
種多様なエネルギーを災害時にも
供給できる施設の整備など、平時の
省エネ化と災害時の市民生活を守
る仕組みの構築といった「レジリエン
ス都市」の構築について、民間企業
や大学などとの協働により取組んで
いる。
（解決策）
・これまで取り組んできたEV、FCV
の普及により、他都市よりも普及率
が高く、避難所にはVtoX機能の付
加を進めているため、これらを活用
して、災害時にも電源を確保して安
定的な避難所運営を確保する。
・また、小中規模の建物のピークカッ
ト及びデマンドレスポンスにも活用
することで、平時における有効活用
を図る。

（２）提案者か
らの具体的な
事業の検討状
況による。

（１）
　電気自動車等から自家用電気工作物に電気を
供給する場合については、自主保安の原則のもと
電気主任技術者の監督下で保安確保が図られる
べきものであることから、詳細な施設方法について
は規定されていない。（参考資料：平成26年3月10
日　産業構造審議会 保安分科会 電力安全小委
員会（第5回）　資料19）

（２）
　電気自動車等から一般用電気工作物に電気を
供給する場合、電気設備の技術基準の解釈第199
条の2において、電気自動車等の出力を10kW未満
に制限している。これは、電気事業法施行規則第
四十八条により、出力10kW未満の燃料電池自動
車であれば、小出力発電設備となり一般用電気工
作物として扱われるからである。（参考資料：平成
26年3月10日　産業構造審議会 保安分科会 電力
安全小委員会（第5回）　資料6）

（１）
　自治体が優先して取り組まれようとしてる、電気自動車等から自家
用電気工作物に10kWを超える電力を供給することは、必要な安全確
保措置が取られているのであれば、現行法においても可能である。

（２）
  電気自動車等から一般用電気工作物に電気を供給する場合では、
一般電気工作物の設置者が必ずしも電気の知識を有していないた
め、電気自動車等からの出力を50kW未満まで可能とするには、保安
が確保できるという十分な根拠が必要であると考える。なお、十分な安
全確保措置が行われなかった場合、感電・火災等により公共の安全
が脅かされる可能性がある。

　従って、自治体で検討中の事業において想定されている電気自動車
等から一般用電気工作物に電気を供給する方法、およびその方法と
規制との関わりについて再度整理頂くほか、一般電気工作物への
10kWを超える電気供給の具体的なニーズ等を確認頂いた上で、今
後、個別に協議させて頂きたい。

a

　公共の安全を確保することは、自治体側も前提条件と考えている。
今回の協議により、電気自動車等から自家用電気工作物に電気を供
給する場合においては、電気主任技術者の監督下で保安等諸条件を
満たせば供給可能と示されたが、一般用電気工作物については、現
状不可であり、自治体側で電気自動車等を電源活用するニーズを確
認した上で、公共の安全が十分に確保される手法を示す必要がある
ことは了解した。
　電気自動車等から一般用電気工作物に電気を供給する方法及び
規制との関係については、今後、自家用電気工作物において実証事
業を通じて改めて整理する。ただし、燃料電池自動車やプラグインハ
イブリッドなど電気自動車等の種別や施設によっても規制が異なるこ
とから、実証事業の計画・実施に際しては個別に協議させて頂き、提
案事項の実現に繋げたい。

経済産業省より、必要な安全確保措置を確保した上で電気自動車等から自家用電気工
作物に10kWを超える電力を供給することは現行制度においても可能である旨の見解が
示された。
また、電気自動車等から一般用電気工作物へ50kW未満の電力供給を可能とすることに
ついては、保安を確保できる十分な根拠が必要との見解が示された。
指定自治体は上記の見解を了解しているため、協議を終了する。経済産業省は必要に
応じて指定自治体の計画する実証事業について個別に協議に応じること。

１回目

経済産業省

商務情報政
策局
産業保安G
電力安全課

電気事業法
電気事業法施行規則
電気設備に関する技術
基準を定める省令
電気設備の技術基準
の解釈

（１）
避難
所等
の自
家用
電気
工作
物へ
の供
給：D

（２）
自宅
等の
一般
用電
気工
作物
への
供給：
Z

ⅲ

（２）提案者から
の具体的な事業
内容を踏まえ、要
望に沿うことがで
きるか再度検
討。
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担当省庁 担当課 根拠法令等 対応 実施時期 スケジュール 根拠法令や規制の趣旨
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（自治体の提案を実施した場合の社会的弊害、
考え得る代替措置や対応策等を含む）

対応 理由等 内閣府コメント
内閣府
整理

担当省庁の見解

【担当省庁の見解における対応欄内容】
　Ａ－１：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施　Ｂ：条件を提示して実施　Ｃ：代替案の提示

Ｄ：現行法令等で対応可能　Ｅ：対応しない　Ｆ：各省が今後検討　Ｚ：指定自治体が検討

指定自治体の回答

【指定自治体の回答における対応欄内容】
　ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れらない　ｄ：その他

内閣府整理

　　　【整理フラグ欄内容】
ⅰ：取組を実現するため、法令等の措置を行うことについて国と地方で合意に至ったもの
ⅱ：取組を実現するため、法令等の措置を行うという方向性について合意に至り、一部条件等を
　　詰めるための協議を継続するもの
ⅲ：現行制度においても取組の実現が可能であることについて国と地方で合意に至ったもの
ⅳ：自治体は省庁から提示された見解を受け入れたが、必要が生じた場合に改めて協議を行うもの
ⅴ：一旦協議を終了し、再提案に向けて提案者側で再検討を行うもの
ⅵ：国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの

特区名
整理
番号 提案事項名 提案事項の具体的内容 政策課題とその解決策 回数

（政策課題）
　安全快適なモビリティライ
フの実現（高齢者会での移
動モデル確立）
（解決策）

当特区では、高齢者をは
じめ、老若男女が安心、快
適に活動できる行動支援の
実施の一環として、民間企
業、大学等と様々な技術開
発を行ってきており、ロボッ
トAI等高等技術を用いた介
護を目指している。

モデルケースとして、豊田
市と包括連携協定を締結し
ているバンドン市から外国
人介護人材を受入れ、豊田
市独自の高度技術を用いた
介護人材の養成を行い、本
特区において創出する技術
に触れ、持ち帰り、バンドン
市で実施する介護に活用す
ることで、当特区の掲げる
目標に取組むものである。

１回目

２回目

次世代エネ
ルギー・モビ
リティ創造特

区

法務省29207

豊田市・尼バンド
ン市の包括連携
協定による外国
人介護人材の活

用・育成

①都市間の包括連携協定を締結し
た地方公共団体等においては、送
出し機関及び受入れ機関を当該地
方公共団体の協定により決めること
ができるようにする。
②都市間の包括連携協定を締結し
た地方公共団体等においては、介
護福祉士の国家資格取得のために
実務経験を積む者に対し、４年間の
在留資格を新設する。
③上記実務経験ルートで介護福祉
士を取得した者に対し、在留資格
「介護」が付与される。
④上記実務経験ルートで介護福祉
士試験を受ける場合、試験時間を
１．５倍に延長する。

入国管理局
総務課企画
室

出入国管理及び難民
認定法第７条第１項第
２号

出入国管理及び難民
認定法第７条第１項第
２号の基準を定める省
令（平成２年法務省令
第１６号）
法別表第１の２の表の
介護の項の下欄に掲
げる活動

出入国管理及び難民
認定法第７条第１項第
２号の規定に基づき同
法別表第１の５の表の
下欄に掲げる活動を定
める件

Ｚ

外国人の技能実習の
適正な実施及び技能実
習生の保護に関する法
律施行規則（平成28年
法務省・厚生労働省令
第３号。以下「技能実習
法施行規則」という。）
第10条第１項及び第２
項

Ｚ

　出入国管理及び難民認定法においては，本邦に
在留する外国人は，同法及び他の法律に特別の
規定がある場合を除き，上陸許可若しくは取得に
係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格
をもって在留するものとすること，在留資格は法別
表第一又は第二の上欄に掲げるとおりとし，これら
の在留資格をもって在留する者は，その在留資格
に応じて同表の下欄に掲げる活動又は身分若しく
は地位を有する者としての活動を行うことができる
こととされている。

　御提案①～③ついて，受入れの趣旨が人材育成にあるのであれ
ば，特区での新たな在留資格の創設ではなく，まずは技能実習制度
の活用を検討していただく必要があるものと考えるため，現行の技能
実習制度において御提案の内容が実現できないかどうかを御検討い
ただきたい。

d

豊田市とバンドン市の２都市間の連携による海外介護人材の活用・
育成を現行の技能実習制度で実現可能かどうかの検討を行っている
ところであるが、技能実習制度の前職要件（省令第１０条第２項第３
号）の「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情
があること」の「➂実習実施者又は監理団体と送出国との間の技術協
力上特に必要があると認められる場合」を適応させて実施していく場
合、以下の点において協議を継続したい。

【監理団体】
厚生労働省に確認したところ、地方自治体が管理団体及び送出機関
になることはできないとの見解であり、都市間で直接取り決めを行うこ
とができない。そのため、実習生が入国前に送出機関等に対して負
担する費用が不透明となる。技能の移転をより誠実に履行することが
可能な地方自治体を監理団体及び送出機関となれるようにしていた
だきたい。

【技能実習計画】
外国人技能実習機構に確認したところ、入国後（前）講習に初任者研
修を、技能実習計画の項目に実務者研修を充てることは認められな
いとの回答であった。介護のキャリアパスとして日本人は一般的に、
初任者研修、実務者研修を経て介護福祉士資格取得となり、国も示
すところである。外国人技能実習生にも均等に機会が与えられるべき
である。協定の下、限られた期間で介護福祉士取得といったより高度
なレベルに到達させる目標を達成するために、認めていただきたい。

【入国後（前）講習】
当該講習は座学で第１号技能実習の予定時間全体の１／６以上とさ
れている。日本語N3取得者については日本語の時間の免除がある
が、免除した時間数も別の科目を実施しなければならないため、全体
時間は変わらないとの見解を外国人技能実習機構から提示されたと
ころ、日本語学習時間が減る分、入国後（前）講習の時間が減るよう
にしていただきたい。

【技能実習】
実務者経験ルートで介護福祉士を取得した場合、在留資格「介護」の
付与が検討されている中で、本提案でもより高度な介護の技能を習
得するために介護福祉士の資格取得を目指して設計している。介護
福祉士の国家資格の試験に合格するためには日本語能力の向上と
試験対策が必須となり、また、OJTによる技能実習自体の効果を高め
るためにも日本語学習は重要な要素である。外国人技能実習機構か
ら「日本語学習及び介護福祉士取得のための勉強時間は技能実習
の時間の対象にならない。」との回答であったが、限られた時間の中
で介護福祉士取得といったより高度なレベルに到達させる目標を達
成するために、日本語学習の勉強時間を技能実習の時間の対象とし
ていただきたい。

指定自治体は、担当省庁の見解を踏まえて現行の技能実習制度活用による提案の実現
可否を検討した結果、新たに生じた課題について協議を継続することを希望している。担
当省庁は指定自治体回答に記載の協議事項について、明確な根拠を示したうえで見解
を示し、引き続き協議を行うこと。

技能実習法施行規則第10条第１項では技能実習
の目標について、第２項では技能実習の内容につ
いて規定している。

御提案については以下のとおり回答する。
・監理団体について
（送出国の）地方自治体が送出機関となることについては、技能実習
制度上排除されていないが、送出国の関係法令等にも留意する必要
がある。技能実習制度は民間が主体となって技能等の移転を図る仕
組みであるため、地方自治体が監理団体となることは想定されていな
い。
・技能実習計画について
技能実習法施行規則第１０条第１項では，修得をさせる技能等に係る
技能検定又は技能実習評価試験の合格を目標とするよう定められて
おり，技能実習は介護福祉士の資格取得を目標とするものではないこ
とから，技能実習計画の項目として実務者研修を当てることは認めら
れない。なお，初任者研修についてその内容が座学であるものについ
ては，入国後講習として認められる余地がある。
・入国後（前）講習について
技能実習法施行規則第１０条第２項第７号において，日本語のみなら
ず，本邦での生活や技能実習が円滑で効果的なものになるよう，その
他の科目についても実施するよう定められており，当該基準を満たさ
ない場合は実習計画の基準不適合として計画そのものが認めらない
ことから，N３を取得していたとしても講習全体の時間を減らすことは認
められない。
・技能実習について
技能実習は修得をさせる技能等に係る技能検定又は技能実習評価試
験の合格を目標とするものであり介護福祉士の資格取得を目標とする
ものではないことから、「介護福祉士取得のための日本語学習及び試
験対策の勉強時間」については，技能実習法施行規則第１０条に定め
られた技能実習の内容の基準のいずれにも該当しないため，当該勉
強を技能実習計画の対象として認めることは困難である。

d

　当方の提案趣旨が人材育成及び技能移転に有ることを御理解いた
だき、その上で御提示いただいた技能実習制度を活用すべきとの見
解については了解し、指定自治体として実現に向けた検討を進めて
いく。
　また、当方としては、現行の技能実習制度の中で実習生が、現地教
育及び送出から入国を経る過程で多額の負担金を抱えてしまう実情
を特に懸念しており、回答中の「民間が主体となって技能等の移転を
図る」ことを効果的に促進する支援を形成するため、今後も御指導を
お願いしたい。

法務省から、提案の趣旨が人材育成及び技能移転にあるのであれば、技能実習制度の
活用を検討されたいとの見解が示され、指定自治体は了解したため、一旦協議を終了す
る。
なお、法務省は、指定自治体が実現に向けて検討を進める際に必要とする情報提供に
努めるとともに、指定自治体が希望する場合は改めて協議を行うこととする。

ⅳ
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担当省庁 担当課 根拠法令等 対応 実施時期 スケジュール 根拠法令や規制の趣旨
担当省庁の見解

（自治体の提案を実施した場合の社会的弊害、
考え得る代替措置や対応策等を含む）

対応 理由等 内閣府コメント
内閣府
整理

担当省庁の見解

【担当省庁の見解における対応欄内容】
　Ａ－１：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施　Ｂ：条件を提示して実施　Ｃ：代替案の提示

Ｄ：現行法令等で対応可能　Ｅ：対応しない　Ｆ：各省が今後検討　Ｚ：指定自治体が検討

指定自治体の回答

【指定自治体の回答における対応欄内容】
　ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れらない　ｄ：その他

内閣府整理

　　　【整理フラグ欄内容】
ⅰ：取組を実現するため、法令等の措置を行うことについて国と地方で合意に至ったもの
ⅱ：取組を実現するため、法令等の措置を行うという方向性について合意に至り、一部条件等を
　　詰めるための協議を継続するもの
ⅲ：現行制度においても取組の実現が可能であることについて国と地方で合意に至ったもの
ⅳ：自治体は省庁から提示された見解を受け入れたが、必要が生じた場合に改めて協議を行うもの
ⅴ：一旦協議を終了し、再提案に向けて提案者側で再検討を行うもの
ⅵ：国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの

特区名
整理
番号 提案事項名 提案事項の具体的内容 政策課題とその解決策 回数

次世代エネ
ルギー・モビ
リティ創造特

区

29207

豊田市・尼バンド
ン市の包括連携
協定による外国
人介護人材の活

用・育成

①都市間の包括連携協定を締結し
た地方公共団体等においては、送
出し機関及び受入れ機関を当該地
方公共団体の協定により決めること
ができるようにする。
②都市間の包括連携協定を締結し
た地方公共団体等においては、介
護福祉士の国家資格取得のために
実務経験を積む者に対し、４年間の
在留資格を新設する。
③上記実務経験ルートで介護福祉
士を取得した者に対し、在留資格
「介護」が付与される。
④上記実務経験ルートで介護福祉
士試験を受ける場合、試験時間を
１．５倍に延長する。

（政策課題）
　安全快適なモビリティライ
フの実現（高齢者会での移
動モデル確立）
（解決策）

当特区では、高齢者をは
じめ、老若男女が安心、快
適に活動できる行動支援の
実施の一環として、民間企
業、大学等と様々な技術開
発を行ってきており、ロボッ
トAI等高等技術を用いた介
護を目指している。

モデルケースとして、豊田
市と包括連携協定を締結し
ているバンドン市から外国
人介護人材を受入れ、豊田
市独自の高度技術を用いた
介護人材の養成を行い、本
特区において創出する技術
に触れ、持ち帰り、バンドン
市で実施する介護に活用す
ることで、当特区の掲げる
目標に取組むものである。

１回目

２回目

厚生労働省

職業安定局
外国人雇用
対策課

社会・援護局
福祉基盤課
福祉人材確
保対策室

④
－

①～
③
Z

④
E

－ －

人材開発統
括官付海外
人材育成担
当参事官室

社会・援護局
福祉基盤課
福祉人材確
保対策室

外国人の技能実習の
適正な実施及び技能実
習生の保護に関する法
律施行規則（平成28年
法務省・厚生労働省令
第３号。以下「技能実習
法施行規則」という。）
第10条第１項及び第２
項

Ｚ －

④
社会福祉士及び介護福祉士法第10条第1項に基
づき厚生労働大臣が指定した指定試験機関（（公
益財団法人）社会福祉振興・試験センター）による
試験事務の運用の中で試験時間が設定されてい
る

①～③
・ 外国人材の受入れ範囲の拡大は、労働市場及び日本人の処遇改
善への影響や国民生活等への影響があることから、「未来投資戦略
2017」に従い、国民的コンセンサスの形成の在り方なども含め、まずは
政府横断的に幅広い観点から検討していく必要があるものと考えてい
る。
・ 御提案の趣旨が人材育成及び技能移転とのことから、現行の技能
実習制度の趣旨と一致しているため、まずは当該制度により御提案の
内容が実現できないか御検討いただきたい。

なお、いわゆる実務経験ルートで介護福祉士資格を取得した外国人
に対する在留資格「介護」の付与については、昨年12月８日閣議決定
の「新しい経済対策パッケージ」に盛り込まれたところ。

④
　御提案は、①～③の御提案の実現を前提としているため、検討する
ことはできない。

d

豊田市とバンドン市の２都市間の連携による海外介護人材の活用・
育成を現行の技能実習制度で実現可能かどうかの検討を行っている
ところであるが、技能実習制度の前職要件（省令第１０条第２項第３
号）の「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情
があること」の「➂実習実施者又は監理団体と送出国との間の技術協
力上特に必要があると認められる場合」を適応させて実施していく場
合、以下の点において協議を継続したい。

【監理団体】
厚生労働省に確認したところ、地方自治体が管理団体及び送出機関
になることはできないとの見解であり、都市間で直接取り決めを行うこ
とができない。そのため、実習生が入国前に送出機関等に対して負
担する費用が不透明となる。技能の移転をより誠実に履行することが
可能な地方自治体を監理団体及び送出機関となれるようにしていた
だきたい。

【技能実習計画】
外国人技能実習機構に確認したところ、入国後（前）講習に初任者研
修を、技能実習計画の項目に実務者研修を充てることは認められな
いとの回答であった。介護のキャリアパスとして日本人は一般的に、
初任者研修、実務者研修を経て介護福祉士資格取得となり、国も示
すところである。外国人技能実習生にも均等に機会が与えられるべき
である。協定の下、限られた期間で介護福祉士取得といったより高度
なレベルに到達させる目標を達成するために、認めていただきたい。

【入国後（前）講習】
当該講習は座学で第１号技能実習の予定時間全体の１／６以上とさ
れている。日本語N3取得者については日本語の時間の免除がある
が、免除した時間数も別の科目を実施しなければならないため、全体
時間は変わらないとの見解を外国人技能実習機構から提示されたと
ころ、日本語学習時間が減る分、入国後（前）講習の時間が減るよう
にしていただきたい。

【技能実習】
実務者経験ルートで介護福祉士を取得した場合、在留資格「介護」の
付与が検討されている中で、本提案でもより高度な介護の技能を習
得するために介護福祉士の資格取得を目指して設計している。介護
福祉士の国家資格の試験に合格するためには日本語能力の向上と
試験対策が必須となり、また、OJTによる技能実習自体の効果を高め
るためにも日本語学習は重要な要素である。外国人技能実習機構か
ら「日本語学習及び介護福祉士取得のための勉強時間は技能実習
の時間の対象にならない。」との回答であったが、限られた時間の中
で介護福祉士取得といったより高度なレベルに到達させる目標を達
成するために、日本語学習の勉強時間を技能実習の時間の対象とし
ていただきたい。

指定自治体は、担当省庁の見解を踏まえて現行の技能実習制度活用による提案の実現
可否を検討した結果、新たに生じた課題について協議を継続することを希望している。担
当省庁は指定自治体回答に記載の協議事項について、明確な根拠を示したうえで見解
を示し、引き続き協議を行うこと。

ⅳ－
技能実習法施行規則第10条第１項では技能実習
の目標について、第２項では技能実習の内容につ
いて規定している。

御提案については以下のとおり回答する。
・監理団体について
（送出国の）地方自治体が送出機関となることについては、技能実習
制度上排除されていないが、送出国の関係法令等にも留意する必要
がある。技能実習制度は民間が主体となって技能等の移転を図る仕
組みであるため、地方自治体が監理団体となることは想定されていな
い。
・技能実習計画について
技能実習法施行規則第１０条第１項では、修得をさせる技能等に係る
技能検定又は技能実習評価試験の合格を目標とするよう定められて
おり、技能実習は介護福祉士の資格取得を目標とするものではないこ
とから、技能実習計画の項目として実務者研修を当てることは認めら
れない。なお、初任者研修についてその内容が座学であるものについ
ては、入国後講習として認められる余地がある。
・入国後（前）講習について
技能実習法施行規則第１０条第２項第７号において、日本語のみなら
ず、本邦での生活や技能実習が円滑で効果的なものになるよう、その
他の科目についても実施するよう定められており、当該基準を満たさ
ない場合は実習計画の基準不適合として計画そのものが認めらない
ことから、N３を取得していたとしても講習全体の時間を減らすことは認
められない。
・技能実習について
技能実習は修得をさせる技能等に係る技能検定又は技能実習評価試
験の合格を目標とするものであり介護福祉士の資格取得を目標とする
ものではないことから、「介護福祉士取得のための日本語学習及び試
験対策の勉強時間」については、技能実習法施行規則第１０条に定め
られた技能実習の内容の基準のいずれにも該当しないため、当該勉
強を技能実習計画の対象として認めることは困難である。

d

　当方の提案趣旨が人材育成及び技能移転に有ることを御理解いた
だき、その上で御提示いただいた技能実習制度を活用すべきとの見
解については了解し、指定自治体として実現に向けた検討を進めて
いく。
　また、当方としては、現行の技能実習制度の中で実習生が、現地教
育及び送出から入国を経る過程で多額の負担金を抱えてしまう実情
を特に懸念しており、回答中の「民間が主体となって技能等の移転を
図る」ことを効果的に促進する支援を形成するため、今後も御指導を
お願いしたい。

厚生労働省から、提案の趣旨が人材育成及び技能移転にあるのであれば、技能実習制
度の活用を検討されたいとの見解が示され、指定自治体は了解したため、一旦協議を終
了する。
なお、厚生労働省は、指定自治体が実現に向けて検討を進める際に必要とする情報提
供に努めるとともに、指定自治体が希望する場合は改めて協議を行うこととする。
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「国と地方の協議」(平成２９年秋)規制の特例措置に関する協議結果
内閣府地方創生推進事務局

担当省庁 担当課 根拠法令等 対応 実施時期 スケジュール 根拠法令や規制の趣旨
担当省庁の見解

（自治体の提案を実施した場合の社会的弊害、
考え得る代替措置や対応策等を含む）

対応 理由等 内閣府コメント
内閣府
整理

担当省庁の見解

【担当省庁の見解における対応欄内容】
　Ａ－１：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　Ａ－２：全国展開で実施　Ｂ：条件を提示して実施　Ｃ：代替案の提示

Ｄ：現行法令等で対応可能　Ｅ：対応しない　Ｆ：各省が今後検討　Ｚ：指定自治体が検討

指定自治体の回答

【指定自治体の回答における対応欄内容】
　ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れらない　ｄ：その他

内閣府整理

　　　【整理フラグ欄内容】
ⅰ：取組を実現するため、法令等の措置を行うことについて国と地方で合意に至ったもの
ⅱ：取組を実現するため、法令等の措置を行うという方向性について合意に至り、一部条件等を
　　詰めるための協議を継続するもの
ⅲ：現行制度においても取組の実現が可能であることについて国と地方で合意に至ったもの
ⅳ：自治体は省庁から提示された見解を受け入れたが、必要が生じた場合に改めて協議を行うもの
ⅴ：一旦協議を終了し、再提案に向けて提案者側で再検討を行うもの
ⅵ：国と地方の間に見解の相違があり、合意に至らなかったもの

特区名
整理
番号 提案事項名 提案事項の具体的内容 政策課題とその解決策 回数

１回目 D － －

　特別防災区域に所在する事業所のうち、石油と
高圧ガスを共に取り扱う事業所は、各種の装置が
複雑に入り込んでおり、災害発生の危険性及び災
害の拡大の危険性が特に大きい。
　特定通路の幅員や配置は災害が発生した場合
に、その拡大に大きな影響を与えるものであり、ま
た、防災活動の実施の難易等に大きな影響を与え
るものである。（石油コンビナート災害防止法五
条、第七条）
　この趣旨から石油コンビナート等特別防災区域
における新設事業所等の施設地区の配置等に関
する省令第十二条六で、「他の施設又は設備の全
部又は一部が、特定通路等に突き出して設置され
ることとならないように配置すること」とされている。
　これは、災害発生時における円滑な防災活動の
確保と隣接する施設地区への延焼防止図る目的
で規制されている。ただし、基準の特例として、石
油コンビナート等特別防災区域における新設事業
所等の施設地区の配置等に関する省令第十二条
の二において、「各条の規定により確保される安全
性と同等の安全性を有し、かつ事業所の敷地の面
積及び地形、当該事業所の周囲の状況その他の
状況を勘案し、災害の発生の場合の拡大防止に
支障を生ずるおそれがないものと認めた措置を講
じている場合は適用しない。」とされており、この特
例措置を、石油コンビナート等特別防災区域にお
ける新設事業所等の施設地区の配置等に関する
省令の一部を改正する省令の施行について（通
知）において、具体例を示している。

　石油コンビナート等災害防止法における現行基準に適合していない
施設地区に存する設備の更新を行う場合に、その設備が設置されて
いる施設地区の面積または配置の変更等を行う場合には、現行基準
へ適合する必要がある。
　本提案事項については、特定通路上に突き出して設置している蒸気
エクスパンション配管が問題ではなく、蒸気エクスパンション配管によ
り、特定通路の幅員がとれていないことが、現行基準に適合していな
い事項になることから、「石油コンビナート等特別防災区域における新
設事業所等の施設地区の配置等に関する省令の一部を改正する省
令の施行について（通知）」に記載の第十一条（特定通路の幅員）の特
例による代替措置等での対応策も取れることから現行法令により対応
が可能であると考えられる。

なお、消防庁において計画段階であっても事前協議が可能であるこ
とから、本提案事項についても事前協議による対応が望ましい。

a
　消防庁においては、現行法令の下で、施設設置計画等の詳細が未
定な計画段階であっても事前協議が可能であるとされたことから、今
後本件のような事例が生じた場合は、この事前協議の場を活用する
こととする。

消防庁から現行制度で対応可能であるとの見解が示され、指定自治体は了解している
ため、協議を終了する。 ⅲ

２回目

１回目

【１】
B

【２】
C

・申告書提出
の電子化
（予算措置及び
事業者側のシ
ステム「揮発油
税データベー
ス」整備を前
提）

平成32年３月

・移入届出書
及び移入証明
書提出の電子
化

（（予算措置
及び事業者側
のシステム「揮
発油税データ
ベース」整備を
前提））

平成32年３月

・移入証明書
及び移入届出
書の提出等に
係る代替策

平成30年の
通常国会に法
案提出予定

・申告書提出の
電子化
予算措置後開

発

・移入届出書及
び移入証明書提
出の電子化

予算措置後開
発

・移入証明書及
び移入届出書の
提出等に係る代
替策

平成30年４月施
行

　未納税・免税移出制度は、本来、製造場から移
出する際に課税されるべきところ、以下のような場
合に課税することは消費課税という観点からはそ
の本旨にそぐわない面もあることから設けられた
制度であり、特定の場所に移入されたことを証する
書類を申告書等に添付することなどの要件を満た
した場合において、当該制度の適用が認められる
ものである。
① 揮発油が他の揮発油の原料として使用される
場合（例：特定石油化学製品の移出）
② 自己の他の製造場又は蔵置のため移出する
等その揮発油がただちに流通過程に入らない場
合

【１】
・ 揮発油税申告書の電子申告対応については、「行政手続コスト削減のた
めの基本計画」に記載されているところであり、予算措置を前提として、揮発
油税申告書の電子申告対応について取り組んでいきたい。

移出者が移入証明書を取得するための移入者との紙ベースでのやりとり
について、事業者の事務負担を緩和できるよう、電子的に作成された移入
届出書や移入証明書を電子的に提出することができるようにするためのe-
Taxの改修についても、予算措置を前提として、改修方法等を検討してまい
りたい。

なお、移入者による移入の事実の証明手続につき、移入者側が電子署名
を付した上で移出者に電子的に移入証明書を交付し、当該移入証明書を、
移出者が納税申告書の添付書類としてe-Taxにより電子的に提出すること
は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関
する省令（オン化省令）など、法令上の規制はないものと思料。

・ 提案にある（e-Taxに送信する前段階に位置している）事業者間でやりと
りするための「揮発油税データベース」部分については、事業者間のやり取
りを記録・証明するものであるため、実際に活用される事業者において整備
されることが適切であろうと思料されるが、「揮発油税データベース」におい
て事業者間でやり取りしたデータの揮発油税電子申告への活用に当たって
は、利用者の利便性が向上するよう、利用者のニーズも踏まえて対応してま
いりたい。

【２】
【移入証明書及び移入届出書の提出等に係る代替策】
　「行政手続コスト削減のための基本計画」では、一定の要件を満たした場
合には、移入証明書及び移入届出書の提出を不要とし、保存義務のみを課
すこととする税制改正要望をしているところであり、平成30年度税制改正大
綱においても、本事項について言及されているところ。
　法改正が行われれば、これらの書類の提出に係る事務負担が軽減され
る。

b

・揮発油税電子申告化については「電子化が必要である手続きにつ
いては、添付書類も含め、電子化の徹底を図る」という行政手続き部
会とりまとめの際の原則を踏まえ、事業者の意見を反映しつつ着実に
進めていただきたい。また電子的に作成された移入届出書や移入証
明書を電子的に提出することができるようにするためのe-Taxの改修
についても引き続き検討いただきたい。

・「揮発油税データベース」部分については、水島特区の目的とする点
は事務負担の軽減でありデータベースの構築そのものではない。この
ため、31年度実施に向けた揮発油税申告の電子化に当たって、行政
手続きコストの削減が効果的に実現されるよう、事業者の意見を踏ま
えて検討いただきたい。

【移入証明書及び移入届出書の提出等に係る代替策】
・30年税制改正の成立後は、改正後の法令で一定の場合の移入証
明書の添付義務がなくなるとされ、一定の事務負担軽減につながる。
移入証明書のやり取り及び保存の電子化に向けた検討と併せ、事業
者の一層の負担軽減に向けて着実に進めていただきたい。

国税庁の示した見解について、指定自治体は了解したため、一旦協議を終了する。
なお、国税庁は指定自治体の回答を踏まえ、事業者の負担軽減等に向けての対応を検
討するよう努めること。

ⅳ

２回目

１回目

患者が
病院に
て遠隔
診療を
受ける
ことに
つい
て：D

医師の
指示の
もと、看
護師が
診察を
補助す
ること
につい
て：D

診療報
酬を対
面診療
と同様
の取り
扱いと
するこ
とにつ
いて：Ｃ

平成30年４月
1日　平成30
年度診療報酬
改定を実施予
定。

平成30年４月1日
に平成30年度診
療報酬改定を実
施予定。
以降、改定の影
響調査を実施予
定。

医療は、医療を提供する施設の機能に応じ在宅を
ふくむ適切な場所で安全かつ効率的に提供されな
ければならない。医療法においては、医療を提供
する場所を病院、診療所等と定め、さらに医療法
施行規則第１条においてさらに詳細な規定を置い
ている。

医師法（昭和23年法律第201号）第20条において、
医師は、自ら診察しないで治療をしてはならないこ
ととされている。
遠隔診療の一環として「診察」を遠隔で行うことに
関しては、「情報通信機器を用いた診療（いわゆる
「遠隔診療」）について」（平成９年12月24日付け健
政発第1075号厚生労働省健康政策局長通知。以
下「平成９年遠隔診療通知」という。）において、
「直接の対面診療による場合と同等ではないにし
てもこれに代替し得る程度の患者の心身の状況に
関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療
を行うことは、直ちに医師法第20条等に抵触する
ものではない」との基本的な考え方等をお示しして
いる。

診療報酬においては、質の高い医療が効率的・効
果的に提供されるよう、個々の医療行為につい
て、一定の要件や基準等を付して保険適用として
いる。電話等を用いた診療については、患者等か
らの求めに応じて必要な指導をした場合、当該診
療を行った保険医のいる医療機関において再診料
が算定できる。

今回のへき地医療拠点病院とへき地診療所間での遠隔診療の実施に
関する提案にあるように遠隔診療を受ける際に患者が、病院にて遠隔
診療を受けることは、医療法上特段の問題はなく、現行法上で対応出
来る。
また、平成９年遠隔診療通知でお示ししている基本的な考え方のとお
り、過去に診察していた慢性期疾患患者に対して、直接の対面診療を
適切に組み合わせつつ、情報通信機器を用い、医師が診察を行い、
当該医師の指示のもと、看護師が診察を補助することについては、医
師法上特段の問題はなく、現行の法令及び通知で実施可能である。

情報通信機器を活用した診療の診療報酬上の評価については、平成
30年度診療報酬改定において、有効性や安全性等への配慮や対面
診療の原則といった一定の要件を満たすことを前提に、診療報酬上の
評価を新設することを検討している。平成30年度診療報酬改定後、評
価の新設による影響を調査・検証した上で、対面診療と適切に組み合
わせ、ＩＣＴを活用した効果的・効率的な外来・在宅医療の提供や、遠
隔でのモニタリング等に係る評価の在り方について、引き続き中央社
会保険医療協議会において検討していく予定。

【1】
a

【2】
d

【１】
今回，特区から提案した医療提供施設間の遠隔診療の実施について
は，現行法上で対応できることを確認した。

【２】
診療報酬上の取り扱いについては，平成３０年度の診療報酬改定に
おいて評価を新設し，以降，新設による影響を調査・検証した上で，
引き続き，中央社会保険医療協議会において検討していく予定とのこ
とであり，まずは，遠隔診療に係る平成３０年４月の診療報酬の評価
新設の状況を確認した上で，特区の求める提案の実現に向けて検討
を進め，場合によっては，次回以降に改めて協議の実施を希望する。

厚生労働省から、指定自治体の提案した医療提供施設間における遠隔診療の実施が現
行制度において実施できる旨の見解が示され、指定自治体は了解しているため、協議を
終了する。
なお、遠隔診療の診療報酬上の取扱いについて、厚生労働省は平成30年度診療報酬改
定後、新設された評価による影響を調査・検討し、引き続き中央社会保険医療協議会に
おいて検討していく予定としているところ、指定自治体が検討の結果、新たに希望する場
合は改めて協議を行うこととする。
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２回目

医政局総務
課
医政局医事
課
保険局医療
課

医療法第１条の２第２
項
医療法施行規則第１条
医師法第20条
「情報通信機器を用い
た診療（いわゆる「遠隔
診療」）について」（平成
９年12月24日付け健政
発第1075号厚生労働
省健康政策局長通知）
診療報酬の算定方法
（平成20年構成労働省
告示第59号）

先導的な地域医
療の活性化（ライ
フイノベーション）
総合特区

29211

「総合メディカルゾーン
本部・南部センター・西
部センター」及び「へき
地診療所」の連携によ
る情報通信機器を用
いた診療（いわゆる
「遠隔診療」）の実施を
可能とする制度・法令
上の特例措置につい
て

　「総合メディカルゾーン本部（県立中央病
院）」と「総合メディカルゾーン南部・西部セン
ター（県立海部・三好病院）」間において，これ
まで中央病院専門医が各センターまで赴き，
診察していた慢性期疾患患者について，医師
が中央病院において，情報通信機器を用い，
各センターにいる患者の診察を行う。この際，
各センターの看護師が，医師の指示のもと，
診察を補助する。

「総合メディカルゾーン（県立中央・海部・三
好病院）」と「へき地診療所」間において，これ
まで県立病院専門医がへき地診療所まで赴
き，診察していた慢性期疾患患者について，
医師が各県立病院において，情報通信機器を
用い，へき地診療所にいる患者の診察を行
う。この際，へき地診療所の看護師が，医師
の指示のもと，診察を補助する。

なお，両提案において，診療報酬は患者が
受診した病院・診療所のものとし，原則，医師
による「対面診療」と同様の扱いとする。

　医師の地域偏在，診療科偏在とい
う医療の現状に対し，地域の患者が
必要な医療の提供を受けるために
は，限られた医師や医療機関などの
医療資源の効率的な活用や，受診
機会の確保が課題となる。特に，へ
き地の診療を担う「へき地診療所」
やその支援を担う「へき地医療拠点
病院」においては，最適な医療提供
体制の構築に向け，こうした社会的
課題への実効性のある対策の推進
が急務となっている。
　「へき地医療拠点病院」である「県
立中央・海部・三好病院」間及び「県
立病院」と「へき地診療所」間で，ＩＣ
Ｔを活用した「新たな遠隔診療」を実
施することで，適切な地域医療提供
体制の確保を図る。
　また，当提案の実施により，患者
の受診機会や専門医療の受療機会
の増が図られるとともに，看護師に
よるケアなど，在宅における遠隔診
療に比して，より手厚い医療看護が
可能となるほか，へき地への移動に
何時間も要していた「医師の勤務環
境の改善」引いては「医師の働き方
改革」の推進につながることはもと
より，今後，本格的に輩出される「地
域枠医師」の育成にも寄与すること
が想定される。
　こうした地域医療の新たな課題解
決実証モデルの実現には，現在，国
が認める「遠隔診療」の枠を超えた
医師法の規制緩和の特例措置が必
要である。

厚生労働省

ハイパー＆グ
リーンイノベー
ション水島コンビ
ナート総合特区

29209

石油コンビナート等災
害防止法で定める特
定通路の上空に設置
されている配管等に係
る規制緩和

　特定通路上に突き出して設置している蒸気
エクスパンション配管のうち、下記条件をすべ
て満たすものは防災活動上支障のないものと
して、当該特定通路に隣接する施設地区にお
けるレイアウト変更を認める。

①レイアウト省令施行前から継続して蒸気
配管として使用しているもの

②地盤面から５メートル以上の間隔を有して
設置されているもの

③一の施設地区に隣接する特定通路の一
辺について、配管の突き出し部分の通路長手
方向に係る延長合計が当該特定通路一辺の
長さの３０％以内のもの

また代替措置として災害の拡大防止のため
の活動に支障を及ぼさないよう、蒸気エクスパ
ンション配管の突き出しがある箇所は道路上
に「上方突起有」の標示を行う。

なお状況如何に関わらず、現状よりも消防
上不利となるような新たな突き出しを設置する
ことは考えておらず、これは今回の提案の対
象外とする。

　水島コンビナートに立地する石油
精製、石油化学事業者は、その直
面する競争環境の中引き続き国内
での操業を継続していくため、各事
業所において原油処理能力の削減
やエチレンプラントの統合などの大
規模な取組をはじめ、あらゆる場面
での構造改善、事業連携などの合
理化を進めてきた。今後は続いて、
本総合特区制度などを活用し高付
加価値製品の製造拠点化など、持
続的な成長を目指して取組を続けて
いるが、各種法令・制度による制約
のため域内での投資意欲はあって
も海外に流出せざるを得ない状況
が続いている。本件提案はこういっ
た課題に対し、水島コンビナートが
世界のコンビナートと競争していく上
での対等な競争環境の整備を行
い、アジア有数の競争力を持つ「モ
デルコンビナート」を実現し、企業の
海外流出による我が国の産業空洞
化を防ぎ、本県の持続的な成長と良
質な雇用の確保を図るものである。

総務省消防庁特殊災害室

石油コンビナート等災
害防止法第五条　第七
条

石油コンビナート等特
別防災区域における新
設事業所等の施設地
区の配置等に関する省
令第十二条六　第十二
条の二

石油コンビナート等特
別防災区域における新
設事業所等の施設地
区の配置等に関する省
令の一部を改正する省
令の施行について（通
知）

消費税室

揮発油税法第10条、第
14条
地方揮発油税法第７条
租税特別措置法第89
条の２第６項、第89条
の３第２項、第90条第２
項
国税関係法令に係る行
政手続等における情報
通信の技術の利用に
関する省令第３条

ハイパー＆グ
リーンイノベー
ション水島コンビ
ナート総合特区

29210

揮発油税納税申告及
び揮発油税特定石油
化学製品の移出数量
等報告及び移出入関
連書類の電子化

　現在一部の書面についてイメージデータで
の提出が許可されるにとどまっている揮発油
税関係の手続きについて特別区域内の事業
者の行う揮発油税関係手続きを、電子署名等
の利用により電子的に行うことを可能とする。
　なお本件提案でその電子化を求める手続き
は、具体的には次のとおりであり、本件提案
にいう「電子化」とはイメージデータでの提出
可能書面の範囲の拡大ではなく、WEB上で完
全にその手続きが完結するe-Taxへの対応で
ある。又、e-Taxが完成するまでは暫定的に電
子ファイルの添付等での対応が可能とする。
　揮発油税及び地方揮発油税納税申告手続
　揮発油税航空機燃料用免税揮発油移入届
出手続
　揮発油税特定石油化学製品移入届出手続
　揮発油税特定石油化学製品の移出数量等
報告手続
　揮発油税特定用途免税揮発油移入届出手
続
　揮発油税未納税移出揮発油移入届出手続
　バイオエタノール等揮発油特例用～揮発油
税及び地方揮発油税申告手続
　バイオエタノール等揮発油製造及び移出数
量等報告手続

　水島コンビナートが直面している
競争環境に対応し引き続き国内で
の操業を継続していくため、各事業
所においては原油処理能力の削減
やエチレンプラントの統合などの大
規模な取り組みを始め、あらゆる場
面での構造改善、事業連携などの
合理化を進めてきた。しかし各種法
令・制度改正に基づくコスト削減は、
コンビナート内での努力の及ばない
ものもある。これらについて一層の
合理化を図ることで、水島コンビ
ナートが世界のコンビナートと競争
していく上での対等な競争環境が整
備し、アジア有数の競争力を持つ
「モデルコンビナート」を実現し、企
業の海外流出による我が国の産業
空洞化を防ぎ、本県の持続的な成
長と良質な雇用の確保を図る。

国税庁
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